
－ 17 －

五月十五日

　午前十一時例祭祭儀執行。助勤神職大竹、杉浦、黒柳、都築諸氏。

　午後一時直会終了。本年は空襲下に有り神輿渡御中止す大年番当番元能見なり当

　日終日参籠す。

五月十六日

　午後三時終祭奉行す。午後四時より各町小屋片付け。午後五時氏子総代神酒開き

　神饌お下渡し。午後九時退社す。午後十一時半空襲発令Ｂ２９二百機来襲被害な

　し。

（現在の前日祭・例大祭・終祭の状況。戦時下規模は不明ですが、祭礼は執り行わ

れていたことが窺えます。併せてお神酒開きが終祭当日に行われた記述も。）

七月二十日

　午前０時より空襲発令警戒す。岡崎空襲被害市七割全焼す。

（後に言う岡崎空襲：この日は菅生神社の大祭の日でした。大村神社役員談話）

八月十五日

　午前八時月次祭奉行。午前０時和平宣命召附され、三国同盟決議受諾。大東亜戦

　終結す。

（終戦の日と月次祭が奇しくも同じ日に巡り合い、もう１ヶ月早く三国同盟決議の

受諾をしていれば、岡崎は空襲の被害にも遭わなかったのに）

十二月十五日

　月次祭奉行す。参列者の諸氏祭典後20年度醵出金に付き相談す。本年度戦災に

　依り12月1日現在戸数割りにて納入と決定し納入通知書発送す。一戸平均六十四

　銭二厘也。

　元能見町　九一二戸　　五八五銭五〇　　能見北町　一五五戸　　　九九銭五一

　能見中町　一一二戸　　　七一銭九〇　　能見南町　　八六戸　　　五五銭二一

　東材木町　　二七戸　　　一七銭三三　　中材木町　　二八戸　　　一七銭九八

　松本町　　　三八戸　　　二四銭四〇　　福寿町　　二〇〇戸　　一二八銭四〇

　　　計　一五五八戸　一〇〇〇銭二三

十二月二十五日

　午後三時氏子総代会議開催す。・・・・同日氏子醵出金納入す。

（空襲に遭い、氏子の被害かなりなものと想像され、神社の分担金の戸数割の確定

が１２月１日の戸数により確定されたという混乱ぶりが窺われます。氏子町８ヶ

町、氏子戸数１５５８戸と記述されています。二度と戦争を起こすことの愚行をせ

ず、楽しいお祭りが次世代にも継続されんことを・・・・・）


